
平成２１年１２月 
 
個人型確定拠出年金ご加入者 各 位 
 

 掛金拠出上限 引き上げのご案内  

 
 
 
 

平成２２年１月１日より、個人型確定拠出年金の掛金拠出上限が、下表のとおり引き上

げられ、税制優遇の枠が拡大されます。 
 

個人型確定拠出年金 引上げ後 引上げ前 

第２号被保険者：会社員の方等 月額 23,000 円 月額 18,000 円 

第１号被保険者：自営業者の方等 従来どおり 月額 68,000 円 

 

＜ご参考：企業型確定拠出年金の掛金拠出上限も引き上げられます。＞ 

企業型確定拠出年金 引上げ後 引上げ前 

他の企業年金ありの会社 月額 25,500 円 月額 23,000 円 

他の企業年金なしの会社 月額 51,000 円 月額 46,000 円 

 
 
 

＜お問合せ先＞

日興年金コールセンター：０１２０‐２５２‐８０１
（月～木曜日 9:00～20:00、金曜日 9:00～17:00 祝日以外）

Ｅメール：info@nikko-nenkin.co.jp

この機会に「掛金額の引き上げ」「運用指図者から加入者への変更」を

ご検討される方は、下記までお問合せください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以 上 


